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す
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元
国
家
公
務
員
の
日
本
郵
政
株
式
会
社
へ
の
就
職
に
係
る
手
続
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
取
締
役
兼
代
表
執
行
役
副
社
長
で
あ
り
、
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
取
締
役
兼
代
表
執
行
役
社

長
（
Ｃ
Ｏ
Ｏ
）
で
あ
る
高
木
祥
吉
氏
は
元
国
家
公
務
員
で
あ
る
。
高
木
祥
吉
氏
は
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
二
日
に
離
職
す
る

ま
で
の
五
年
間
、
平
成
十
三
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
十
一
日
ま
で
金
融
庁
監
督
局
長
、
平
成
十
四
年
七
月
十

二
日
か
ら
平
成
十
六
年
七
月
二
日
ま
で
金
融
庁
長
官
と
し
て
金
融
庁
に
在
職
し
、
ま
た
、
平
成
十
六
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
平

成
十
六
年
七
月
二
日
ま
で
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
（
郵
政
民
営
化
準
備
室
副
室
長
）
）
（
併
任
）
、

平
成
十
六
年
七
月
五
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
一
月
九
日
ま
で
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
（
郵
政
民
営
化

準
備
室
副
室
長
）
）
、
平
成
十
七
年
十
一
月
十
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
二
十
二
日
ま
で
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房

副
長
官
補
付
（
郵
政
民
営
化
推
進
室
副
室
長
）
）
と
し
て
内
閣
官
房
に
在
職
し
た
後
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
に
設
立
さ

れ
た
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
代
表
取
締
役
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
に
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
取
締
役
兼
代
表
執
行
役
社
長
、
平

成
十
九
年
十
月
一
日
に
現
職
に
就
い
た
経
歴
を
持
つ
。

国
家
公
務
員
法
第
百
三
条
第
二
項
は
「
職
員
は
、
離
職
後
二
年
間
は
、
営
利
企
業
の
地
位
で
、
そ
の
離
職
前
五
年
間
に
在
職

し
て
い
た
人
事
院
規
則
で
定
め
る
国
の
機
関
、
特
定
独
立
行
政
法
人
又
は
日
本
郵
政
公
社
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
に
就
く

一



こ
と
を
承
諾
し
又
は
就
い
て
は
な
ら
な
い
。
」
旨
を
、
ま
た
、
同
条
第
三
項
は
「
前
二
項
の
規
定
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
所
轄
庁
の
長
の
申
出
に
よ
り
人
事
院
の
承
認
を
得
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
」
旨
を
、
そ
れ
ぞ

れ
規
定
し
、
同
条
の
規
定
に
違
反
し
て
営
利
企
業
の
地
位
に
つ
い
た
者
は
、
第
百
九
条
第
十
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
一
年
以
下

の
懲
役
又
は
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

高
木
祥
吉
氏
の
日
本
郵
政
株
式
会
社
へ
の
就
職
等
に
係
る
国
家
公
務
員
法
第
百
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く

手
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
九
月
一
日
に
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
取
締
役
兼
代
表
執
行
役
社
長
の
地
位
に
就
い
た
件
に
関
し

て
は
同
条
第
三
項
の
承
認
が
得
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
に
設
立
さ
れ
た
日
本
郵
政
株
式
会
社
代
表

取
締
役
の
地
位
に
就
い
た
件
（
以
下
「
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
の
件
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
は
承
認
が
得
ら
れ
て
い
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
高
木
祥
吉
氏
の
一
連
の
就
職
等
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

平
成
十
八
年
九
月
一
日
に
株
式
会
社
ゆ
う
ち
ょ
取
締
役
兼
代
表
執
行
役
社
長
の
地
位
に
就
い
た
件
（
以
下
「
平
成
十
八
年

九
月
一
日
の
件
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
の
参
議
院
総
務
委
員
会
に
お
い
て
谷
公
士
人
事
院
総
裁

は
、
長
谷
川
憲
正
委
員
の
質
問
に
対
し
「
設
立
前
で
あ
っ
て
も
準
備
段
階
が
あ
る
た
め
、
従
来
か
ら
成
立
前
後
に
か
か
わ
ら

ず
申
請
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
指
導
を
し
て
、
本
件
も
そ
れ
に
よ
っ
て
審
査
し
た
」
、
「
結
果
的
に
明
ら
か
な
事
実

二



に
よ
り
関
係
が
な
い
と
判
断
し
た
」
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
さ
れ
た
。

�

こ
の
「
指
導
」
の
内
容
は
、
「
人
事
院
規
則
一
四－

四
（
営
利
企
業
へ
の
就
職
）
の
運
用
に
つ
い
て
」
の
規
則
第
二
条

関
係
�
（
�
）
を
各
府
省
に
通
知
し
た
こ
と
を
指
す
の
か
。
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
期
、
内
容
及
び
方
法
を
示
さ

れ
た
い
。

�

国
家
公
務
員
法
第
百
三
条
第
二
項
の
「
密
接
な
関
係
」
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
三
項
の
「
承

認
」
を
行
い
得
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
場
合
に
承
認
の
申
請
を
す
る
よ
う
「
指
導
」
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
何
か
。

二

谷
公
士
人
事
院
総
裁
は
ま
た
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
の
件
に
関
し
、
長
谷
川
憲
正
委
員
の
質
問
に
対
し
、
「
申
請

が
も
し
あ
っ
た
と
き
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
仮
定
で
答
え
ら
れ
な
い
が
、
結
果
的
に
は
承
認
さ
れ
て
い
た
」

と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
さ
れ
た
。
こ
の
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
の
件
に
関
し
、

�

内
閣
官
房
は
人
事
院
に
対
し
、
申
請
の
要
否
を
確
認
し
な
か
っ
た
の
か
。

�
（
ア
）

要
否
を
確
認
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

（
�
）

内
閣
官
房
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
国
家
公
務
員
法
第
百
三
条
第
二
項
の
「
密
接
な
関
係
」
が
な
い
と

判
断
し
た
の
か
。

三



（
�
）

内
閣
官
房
は
判
断
時
点
よ
り
前
に
、
一
の
「
指
導
」
を
し
て
申
請
を
受
け
て
い
た
の
か
。
受
け
て
い
た
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
確
認
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
の
は
な
ぜ
か
。

（
�
）

確
認
す
る
必
要
が
な
い
と
の
判
断
を
了
承
し
た
、
内
閣
官
房
内
で
当
時
最
高
位
の
官
職
に
あ
っ
た
職
員
は
誰

か
。

（
�
）

当
時
の
安
倍
晋
三
内
閣
官
房
長
官
及
び
竹
中
平
蔵
郵
政
民
営
化
担
当
大
臣
は
了
承
し
て
い
た
か
。

（
�
）

内
閣
官
房
内
に
、
高
木
祥
吉
氏
か
ら
直
接
又
は
間
接
に
、
承
認
の
申
請
の
依
頼
又
は
承
認
の
要
否
の
確
認
の

依
頼
を
受
け
た
者
は
い
た
か
。

（
�
）

高
木
祥
吉
氏
が
日
本
郵
政
株
式
会
社
代
表
取
締
役
の
地
位
に
就
く
こ
と
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日
に

当
時
の
竹
中
平
蔵
総
務
大
臣
に
よ
り
発
表
さ
れ
、
公
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
当
時
の
人
事
院
総
裁
、
総
裁
秘
書

官
、
人
事
官
、
職
員
福
祉
局
長
及
び
審
査
課
の
担
当
職
員
の
中
に
、
本
件
が
「
指
導
」
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
た
者
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
か
。

（
イ
）

要
否
を
確
認
し
た
の
で
あ
れ
ば
、

（
�
）

人
事
院
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
「
密
接
な
関
係
」
が
な
い
と
判
断
し
た
の
か
。

四



（
�
）

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日
の
衆
議
院
総
務
委
員
会
に
お
い
て
谷
公
士
人
事
院
総
裁
は
、
私
（
松
野
頼
久
）
の

質
問
に
対
し
、
「
法
律
に
基
づ
く
権
限
と
は
内
部
的
な
立
法
作
業
を
指
さ
ず
、
許
認
可
等
の
行
政
措
置
を
行
う

権
限
で
あ
る
」
、
「
国
会
で
審
議
さ
れ
た
法
律
の
制
定
に
個
人
の
意
思
の
介
入
で
き
る
余
地
は
な
い
」
と
い
う

趣
旨
の
答
弁
を
さ
れ
た
。
許
認
可
等
の
行
政
措
置
も
、
個
人
と
し
て
で
は
な
く
組
織
と
し
て
行
う
行
為
で
あ
っ

て
、
個
人
の
意
思
の
介
入
で
き
る
余
地
が
な
い
点
に
つ
い
て
は
立
法
作
業
と
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
許
認
可

等
の
行
政
措
置
に
限
定
す
る
理
由
と
し
て
は
不
適
当
と
考
え
る
。
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
仮
に
許
認
可

等
の
行
政
措
置
に
限
定
す
る
と
し
て
も
、
郵
政
民
営
化
委
員
会
が
郵
政
民
営
化
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
の
規

定
に
基
づ
き
関
係
各
大
臣
等
に
意
見
を
述
べ
る
事
務
を
所
掌
し
て
お
り
、
内
閣
官
房
と
日
本
郵
政
株
式
会
社
と

の
間
に
は
「
密
接
な
関
係
」
が
存
在
し
得
た
の
で
は
な
い
か
。

（
�
）

平
成
十
八
年
九
月
一
日
の
件
に
関
し
、
平
成
十
九
年
十
月
三
十
日
の
衆
議
院
総
務
委
員
会
に
お
い
て
谷
公
士

人
事
院
総
裁
は
、
小
川
淳
也
委
員
の
質
問
に
対
し
、
「
在
職
中
こ
の
会
社
に
対
す
る
権
限
を
行
使
し
得
る
関
係

に
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
さ
れ
た
。
こ
の
平
成
十
八
年
九
月
一
日
の
件
に
関
し
て
は
「
密
接
な

関
係
」
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
密
接
な
関
係
」
が
あ
る
も
の
の
問
題
が
な
い
の
で
承
認
し

五



た
の
か
。

（
�
）

平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
の
件
及
び
平
成
十
八
年
九
月
一
日
の
件
に
関
し
、
平
成
十
九
年
十
一
月
一
日
の

参
議
院
総
務
委
員
会
に
お
い
て
谷
公
士
人
事
院
総
裁
は
、
長
谷
川
憲
正
委
員
の
質
問
に
対
し
、
「
両
者
と
も
に

結
果
的
に
密
接
な
関
係
が
存
在
し
う
る
前
提
が
な
か
っ
た
点
は
同
様
だ
と
考
え
る
」
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
さ

れ
た
。
平
成
十
八
年
九
月
一
日
の
件
に
関
し
て
は
申
請
を
受
け
付
け
て
承
認
し
た
一
方
、
平
成
十
八
年
一
月
二

十
三
日
の
件
に
関
し
て
は
申
請
不
要
と
い
う
、
全
く
逆
の
判
断
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
平
成
十
八
年
九
月
一
日

の
件
に
関
し
て
「
密
接
な
関
係
」
が
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
、
同
じ
「
密
接
な
関
係
」
の
な

い
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
の
件
に
つ
い
て
申
請
不
要
と
の
判
断
を
し
た
の
か
。
逆
に
、
平
成
十
八
年
九
月

一
日
の
件
に
関
し
て
「
密
接
な
関
係
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
三
日
の
件
と
何
が
異

な
る
の
か
。

（
�
）

人
事
院
は
内
閣
官
房
に
対
し
、
「
密
接
な
関
係
」
が
な
い
と
判
断
し
た
理
由
を
説
明
し
た
か
。

（
�
）

「
密
接
な
関
係
」
が
な
い
と
の
判
断
を
了
承
し
た
、
人
事
院
内
で
最
高
位
の
職
員
は
誰
か
。

（
�
）

当
時
の
佐
藤
壮
郎
人
事
院
総
裁
は
了
承
し
て
い
た
か
。

六



右
質
問
す
る
。

七


